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◆ キーワード　説経／芸能／谷ノ者／差別／排除

説
経
と
谷
ノ
者

│
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
中
将
姫
御
本
地
』
か
ら

内 

藤　

久 

義

一　

は
じ
め
に

日
本
の
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
隆
盛
し
た
説
経
は
、
竹
製

の
簓
を
伴
奏
楽
器
と
し
て
仏
教
の
唱
導
や
民
間
説
話
を
モ
チ
ー
フ
に
取
り

込
ん
だ
語
り
物
芸
能
で
あ
る
が
、
そ
の
基
層
に
は
漂
泊
芸
能
者
の
記
憶
と

も
言
う
べ
き
差
別
や
排
除
の
事
象
が
横
た
わ
り
、
細
工
・
違
例
者
・
盲
目

な
ど
当
時
の
卑
賤
視
さ
れ
た
人
々
を
物
語
の
中
に
登
場
さ
せ
て
き
た
。
説

経
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
中
将
姫
御
本
地
』
で
は
、
貴
種
に
生
ま

れ
た
主
人
公
が
流
離
し
て
谷
に
住
み
、
遺
体
の
埋
葬
、
物
乞
い
や
花
摘
み
、

木
採
り
な
ど
を
し
て
糊
口
を
し
の
ぐ
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
職

掌
は
三
昧
聖
や
夏
衆
と
呼
ば
れ
た
死
の
穢
れ
を
担
う
人
々
に
近
似
し
、
彼

ら
は
高
野
山
に
お
い
て
は
谷
ノ
者
と
も
呼
ば
れ
た
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
図
像
及
び
文
献
史
料
に
谷
ノ
者
が
登
場
す

る
。
彼
ら
は
三
つ
の
異
な
る
時
代
と
場
所
、
す
な
わ
ち
、
中
世
の
奈
良
、

中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
高
野
山
、
近
世
の
江
戸
市
中
に
記
録
さ
れ
、

そ
の
関
連
は
詳
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
に
お
い
て
卑
賤
視
さ
れ

た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
を
史
料
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
谷

は
そ
の
狭
隘
な
閉
鎖
的
地
形
か
ら
独
自
の
文
化
が
育
ま
れ
、
高
野
や
比
叡

の
よ
う
に
宗
教
圏
を
形
成
す
る
が
、
同
時
に
谷
は
死
や
穢
れ
が
横
溢
す
る

場
で
も
あ
る
。
各
地
に
地
獄
谷
、
三
昧
谷
、
仏
谷
、
捨
谷
な
ど
の
地
名
が

残
る
よ
う
に
、
谷
は
死
と
穢
れ
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
谷
ノ
者
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
職
掌
が
、『
せ
つ
き
や
う
か
る

か
や
』
や
『
中
将
姫
御
本
地
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。

高
野
山
の
谷
ノ
者
を
射
程
に
入
れ
、『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
中
将
姫

御
本
地
』
に
描
か
れ
る
穢
れ
や
卑
賤
視
さ
れ
る
職
掌
が
、
こ
れ
ら
の
説
経

の
物
語
及
び
谷
と
い
う
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
か

を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
説
経
が
単
一
の
語
り
物
芸
能
で
は
な
く
多
様

な
被
差
別
性
を
帯
び
た
職
掌
を
持
ち
な
が
ら
、
説
経
説
き
自
身
の
差
別
と

排
除
の
記
憶
を
、
物
語
の
中
で
再
生
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
確

に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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二　

説
経
と
は

説
経
は
民
衆
に
向
け
た
芸
能
で
あ
っ
た
が
故
に
、
文
献
に
記
録
が
残
る

こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
世
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
元
禄
頃

ま
で
人
気
を
誇
っ
た
と
い
う
説
経
は
、
何
点
か
の
正
本
を
残
し
て
い
る
。

現
存
す
る
説
経
正
本
の
最
も
古
い
年
記
を
持
つ
も
の
が
、『
せ
つ
き
や
う
か

る
か
や
』
の
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
太
夫
名
記
載
の
な

い
「
し
や
う
る
り
や
喜
衛
門
板
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、『
さ
ん

せ
う
太
夫
』（
寛
永
十
六
年
頃
・
一
六
三
九
頃
）、『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く

丸
』（
正
保
五
年
・
一
六
四
八
）
と
続
く
が
、
説
経
正
本
は
、
文
献
上
で
は

江
戸
時
代
寛
永
年
間
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

芸
能
に
対
す
る
当
時
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
以
下
の
史
料
が
あ
る
。

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
頃
に
来
日
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会

宣
教
師
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
『
日
本
大
文
典
』（
慶
長
九
年
│
十
三
年
、

一
六
〇
四
│
一
六
〇
八
）
第
三
巻
に
「X

ichicojiqui

（
七
乞
食
）」
（
１
）

の
項

が
あ
り
、「
日
本
人
が
物
貰
ひ
と
言
っ
て
ゐ
る
も
の
、
又
は
、
日
本
で
最
も

下
賤
な
者
共
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
の
七
種
類
」
の
一
つ
に
説
経

は
数
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「Sasara xecqui ǒ

（
さ
さ
ら
説
経
）。
喜
捨
を
乞

ふ
た
め
に
、
感
動
さ
せ
る
事
を
う
た
ふ
も
の
の
一
種
」
と
あ
る
。
ま
た
、

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
刊
の
職
業
百
科
事
典
『
人
倫
訓
蒙
図
彙　

巻

七
』（
２
）に

も
説
経
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
門
説
経
」
の
項
に
は
家
の

戸
口
の
前
で
簓
、
三
味
線
、
胡
弓
を
弾
く
三
人
の
男
の
図
を
載
せ
る
。
図

版
の
解
説
文
に
は
、「
編
木
摺
は
わ
き
て
下
品
の
一
属
也
」
と
『
日
本
大
文

典
』
同
様
に
説
経
が
卑
俗
な
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

元
禄
頃
の
発
行
と
さ
れ
る
遊
里
の
風
俗
な
ど
を
述
べ
た
『
諸
国
遊
里
好

色
由
来
揃
』「
説
経
之
出
所
」（
３
）に

は
「
も
と
は
門
ぜ
つ
き
や
う
と
て
、
伊
勢

乞
食
さ
ゝ
ら
す
り
て
、
い
ひ
さ
ま
よ
ひ
し
を
」
の
語
が
見
え
、
ま
た
喜
多

村
信
節
（
筠
庭
）
が
著
し
た
『
筠
庭
雑
考
』（
４
）の

図
版
に
は
、
筵
の
上
に
大

傘
を
立
て
簓
を
摺
る
男
の
周
囲
に
男
女
が
俯
き
聞
き
入
っ
て
い
る
様
子
と
、

門
戸
の
前
に
立
ち
簓
を
摺
る
一
人
の
男
を
描
く
。
図
説
に
は
「
慶
長
年
中

の
絵
、
さ
さ
ら
摺
説
経
、
人
の
門
戸
に
立
ち
て
語
る
を
門
説
経
と
い
ふ
」

と
あ
る
。
ま
た
同
書
に
は
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
図
を
引
き
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

自
然
居
士
な
ど
は
さ
ゝ
ら
を
す
り
舞
へ
り
と
ぞ
。
又
説
法
す
る
も
の

さ
ゝ
ら
を
用
ひ
、
其
れ
よ
り
和
讃
の
如
き
う
た
ひ
も
の
に
合
は
せ
た

る
が
、
果
に
は
浄
る
り
と
変
れ
り
。
浄
る
り
は
説
経
よ
り
出
で
し
も

の
な
る
べ
け
れ
ど
、
平
家
の
う
た
ひ
物
を
も
取
り
た
る
也
。
其
後
に

至
り
て
は
説
経
の
う
た
よ
り
浄
る
り
を
も
ま
ね
た
る
歟
。

『
日
本
大
文
典
』
は
慶
長
年
間
、『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
や
『
諸
国
遊
里
好

色
由
来
揃
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
も
九
十
年
近
く
を
過
ぎ
た

元
禄
期
、『
筠
庭
雑
考
』
に
至
っ
て
は
江
戸
後
期
に
発
行
さ
れ
た
本
の
記
述

で
あ
る
が
、
所
々
に
説
経
の
源
流
や
そ
の
変
遷
を
垣
間
見
せ
る
。
最
も
下

賤
な
芸
能
の
一
種
で
感
動
さ
せ
る
こ
と
を
う
た
う
説
経
は
、「
わ
き
て
下
品

の
一
属
」
で
あ
り
、
仏
教
の
説
法
か
ら
発
生
し
た
説
経
が
、
や
が
て
平
曲

に
影
響
さ
れ
浄
瑠
璃
へ
と
変
遷
し
て
ゆ
く
こ
と
を
記
す
の
で
あ
る
。
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三　

説
経
の
先
行
研
究

近
代
の
説
経
に
関
す
る
論
考
で
は
柳
田
国
男
の
「
山
荘
太
夫
考
」（
大
正

四
年
・
一
九
一
五
）（
５
）が

研
究
の
端
緒
を
開
い
た
。
柳
田
は
森
鷗
外
の
小
説

『
山
椒
大
夫
』
が
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
伝
承
と
乖
離
す
る
こ
と
か
ら
、

強
欲
な
由
良
の
長
者
を
何
故
「
山
荘
太
夫
」
と
呼
ん
だ
の
か
と
い
う
疑
問

を
呈
す
る
。
こ
の
物
語
を
長
者
伝
説
と
推
論
し
、「
山
荘
は
自
分
の
所
謂
ヒ

ジ
リ
の
一
種
で
あ
る
。
サ
ン
シ
ョ
の
サ
ン
は
「
占
や
算
」
の
算
で
、
算
者

又
は
算
所
と
書
く
の
が
命
名
の
本
意
に
當
つ
て
居
る
か
と
思
ふ
」
と
し
、

由
良
の
長
者
が
「
山
荘
太
夫
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、「
あ
の
話
を
語
つ
て
あ

る
い
た
技
芸
員
が
、
或
算
所
の
太
夫
で
あ
つ
た
の
が
、
い
つ
の
世
に
か
曲

の
主
人
公
の
名
と
誤
解
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

林
屋
辰
三
郎
が
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
発
表
し
た
「『
山
椒
大
夫
』

の
原
像
」（
６
）は

、
柳
田
の
論
か
ら
踏
み
込
み
、
山
椒
大
夫
と
い
う
散
所
の
長
者

が
存
在
し
た
可
能
性
を
問
う
。
散
所
民
は
荘
園
領
主
に
隷
属
し
、
さ
ら
に
散

所
の
長
か
ら
も
支
配
さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
隷
属
関
係
が
あ
っ
た
と
し
た
。

昭
和
四
十
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
室
木
弥
太
郎
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・

古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』（
７
）に
よ
っ
て
、
説
経
の
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
。

『
関
神
社
蟬
丸
文
書
』
に
つ
い
て
の
先
駆
的
研
究
成
果
を
示
し
、
説
経
と
は

乞
食
の
芸
術
で
あ
り
彼
ら
説
経
説
き
は
蟬
丸
を
祖
と
し
て
信
奉
す
る
乞
食

集
団
に
属
し
、
ま
た
説
経
説
き
た
ち
を
統
轄
し
た
兵
侍
家
に
つ
い
て
も
詳

述
す
る
。
さ
ら
に
室
木
の
着
眼
は
、
説
経
の
持
つ
職
能
が
芸
能
だ
け
で
は

な
く
、
死
者
の
取
り
扱
い
、
田
畑
や
牢
屋
の
番
人
等
の
賤
業
に
も
従
事
し

て
い
た
こ
と
を
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
や
『
雍
州
府
志
』
な
ど
の
近
世
史

料
か
ら
注
目
し
た
。

説
経
作
品
集
と
し
て
は
、
横
山
重
が
編
ん
だ
『
説
経
正
本
集
』
全
三
巻

は
四
十
六
編
の
正
本（
８
）を

掲
出
し
、
各
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
「
附
録
」
と
し
て
、

説
経
関
連
の
絵
巻
や
奈
良
絵
本
の
詞
章
部
分
二
十
編
を
収
録
し
た
。
こ
れ

は
現
在
ま
で
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
の
中
で
最
大
数
の
説
経
正
本
を
収
録
し

て
お
り
、
説
経
研
究
の
基
本
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和

四
十
八
年
に
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
に
よ
り
『
説
経
節
』（
９
）が

東
洋
文
庫
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
注
釈
と
作
品
解
説
・
解
題
、
ま
た
山
本
に
よ
る
説
経
語

り
の
構
造
に
つ
い
て
の
論
稿
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十
二
年
に
は

室
木
弥
太
郎
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

説
経
集
』
）
10
（

も
刊
行
さ
れ
た
。

四　

谷
ノ
者
と
は

谷
ノ
者
の
呼
称
は
三
つ
の
異
な
る
時
代
と
場
所
に
登
場
す
る
。
文
献
上

の
濫
觴
は
中
世
の
奈
良
で
、こ
こ
で
の
谷
ノ
者
は
竹
や
木
材
の
運
搬
を
行
っ

て
い
る
。
第
二
の
谷
ノ
者
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
高
野
山
に

現
れ
、
彼
ら
は
遺
体
の
埋
葬
や
墓
地
の
石
塔
修
理
な
ど
の
土
木
作
業
、
ま

た
警
護
、
行
列
の
先
払
い
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
職
掌
を
持
つ
。
第
三
は
江

戸
時
代
後
期
の
江
戸
市
中
で
、
伝
馬
町
の
牢
屋
を
中
心
に
犯
罪
者
の
連
行
、

行
刑
に
携
わ
っ
た
。
谷
ノ
者
は
史
料
に
よ
っ
て
、
谷
之
者
、
谷
の
者
、
谷

者
、
谷
夫
、
谷
下
人
、
谷
ノ
宿
ノ
物
な
ど
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
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で
は
「
谷
ノ
者
」
と
表
記
す
る）

11
（

。
し
か
し
、
奈
良
、
高
野
山
、
江
戸
の
そ

れ
ぞ
れ
の
谷
ノ
者
が
、
果
た
し
て
同
一
の
職
業
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
有
す

る
卑
賤
視
さ
れ
た
人
々
な
の
か
は
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
研
究
の
少
な
か
っ
た
谷
ノ
者
で
あ
る
が
、
高
野
山
の
谷
ノ
者）

12
（

に

つ
い
て
は
、
近
年
『
高
野
山
文
書
』
が
高
野
山
・
金
剛
峯
寺
か
ら
の
資
料
提

供
に
よ
り
、「
和
歌
山
県
の
部
落
史
」
編
纂
会
に
よ
っ
て
『
和
歌
山
の
部
落
史　

史
料
編　

高
野
山
文
書
』
）
13
（

と
し
て
二
〇
一
一
年
に
刊
行
さ
れ
、
高
野
山
の
谷

ノ
者
の
輪
郭
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
説
経
は
語
り
物
芸
能
だ
け
で
は

な
く
、
竹
細
工
、
警
護
、
埋
葬
な
ど
当
時
の
賤
業
と
も
関
わ
り
、
芸
能
と
い

う
括
り
だ
け
で
は
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
谷
ノ
者
の
職
掌
と
説
経
が
担
っ

た
も
う
一
方
の
職
掌
と
は
多
分
に
重
な
る
部
分
が
あ
り
、
最
も
古
い
説
経
正

本
と
さ
れ
る
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、
ま
た
『
中
将
姫
御
本
地
』
の
中
に

谷
ノ
者
を
想
起
さ
せ
る
場
面
が
描
か
れ
、
彼
ら
は
被
差
別
の
象
徴
空
間
で
あ

る
谷
に
集
い
、
花
を
摘
ん
で
糊
口
を
し
の
ぎ
、
ま
た
火
葬
・
埋
葬
を
行
う
。

谷
ノ
者
の
特
徴
の
一
つ
に
彼
ら
は
竹
と
関
わ
っ
た
。
竹
は
古
代
よ
り
そ
れ

を
採
取
、
細
工
、
販
売
す
る
者
に
被
差
別
の
記
号
を
付
し
て
来
た
。
説
経
は

芸
態
の
中
に
竹
の
楽
器
で
あ
る
簓
を
象
徴
と
し
て
持
し
た
。
ま
た
奈
良
の
谷

ノ
者
は
竹
の
運
搬
を
行
い
、
高
野
山
の
谷
ノ
者
は
職
掌
の
一
つ
と
し
て
行
列

の
先
払
い
に
際
し
て
竹
の
杖
を
携
え
る
。
江
戸
の
谷
ノ
者
に
お
い
て
は
、
行

刑
の
用
具
と
し
て
竹
鋸
を
配
置
し
、『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
や
『
を
く
り
』
に

は
、
主
人
公
を
加
虐
し
た
者
に
対
し
て
こ
れ
を
用
い
て
首
を
挽
く
描
写
が
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
谷
ノ
者
は
竹
に
表
象
さ
れ
る
職
能
を
持
つ
が
、
紙
幅
の
都

合
も
あ
り
本
稿
で
は
高
野
山
の
谷
ノ
者
を
中
心
に
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。

五　

高
野
山
の
谷
ノ
者
先
行
研
究

高
野
山
の
谷
ノ
者
に
触
れ
た
江
戸
期
の
も
の
で
は
、
本
居
内
遠
ら
が
編

ん
だ
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
天
保
十
年
・
一
八
三
九
）
が
あ
る
。
同
書
は
紀

州
藩
の
藩
命
を
受
け
て
作
ら
れ
た
紀
伊
国
の
地
誌
で
あ
る
が
、「
高
野
山
之

部
學
侶
」
の
項
で
谷
ノ
者）

14
（

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
同
項
で
は
高
野
山
内

に
集
住
す
る
者
た
ち
の
職
掌
を
挙
げ
、
谷
ノ
者
と
は
新
坊
（
隠
坊
）
で
あ

る
と
し
、
こ
こ
で
の
谷
ノ
者
は
、
主
に
隠
坊
、
三
昧
聖
と
呼
ば
れ
る
埋
葬

に
関
わ
る
も
の
、
ま
た
墓
石
の
修
繕
、
高
野
山
奥
の
院
骨
堂
の
清
掃
、
寺

務
行
列
の
先
払
い
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

大
正
期
に
な
る
と
、
喜
田
貞
吉
が
谷
ノ
者
に
注
目
を
す
る
。『
民
族
と
歴

史
』
第
三
巻
第
六
号
（
大
正
九
年
・
一
九
二
〇
）
に
「
声
聞
師
考
」
を
掲

載
し
谷
ノ
者
に
触
れ
る
。
そ
の
後
も
『
民
族
と
歴
史
』
第
六
巻
第
五
号
（
大

正
十
年
）、『
社
会
史
研
究
（
民
族
と
歴
史
改
題
）』
第
十
巻
第
三
号
（
大
正

十
二
年
）
で
も
高
野
山
の
谷
ノ
者
が
述
べ
ら
れ
る
。

昭
和
三
十
八
年
に
渡
邊
廣
が
『
未
開
放
部
落
の
史
的
研
究
―
紀
州
を
中
心

と
し
て
│
』
の
中
で
「
谷や

の
者
考
」
）
15
（

を
執
筆
し
た
。
渡
邊
は
谷
ノ
者
を
土
木

の
専
門
業
者
で
あ
る
と
し
、
散
所
・
声
聞
師
に
類
似
す
る
と
述
べ
、
高
野
山

の
谷
ノ
者
に
つ
い
て
は
穢
多
の
仲
間
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
室

木
も
前
述
し
た
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』
で
谷
ノ
者

に
触
れ
て
い
る
が
、
葬
送
の
仕
事
は
谷
の
者
の
専
業
で
あ
り
「
谷
の
者
は
新

坊
谷
と
も
東
谷
と
も
い
わ
れ
る
所
に
住
み
、
下
賤
の
も
の
と
さ
れ
た
」）

16
（

と
い
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う
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
日
野
西
眞
定
）
17
（

が
研

究
を
先
行
す
る
形
で
、
山
陰
加
春
夫
）
18
（

、
藤
井
寿
一
）
19
（

ら
の
論
考
が
続
い
た
。
高

野
山
の
谷
ノ
者
研
究
は
、『
和
歌
山
の
部
落
史　
史
料
編　

高
野
山
文
書
』
の

刊
行
に
よ
り
、
さ
ら
に
詳
細
な
姿
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

六　
『
高
野
山
文
書
』
と
『
紀
伊
続
風
土
記
』

前
述
し
た
『
高
野
山
文
書
』「
金
剛
三
昧
院
文
書
」
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）

七
月
五
日
条
「
谷
之
者
條
々
掟
書
案
」
）
20
（

を
嚆
矢
と
し
、
同
書
に
は
多
く
の
谷

ノ
者
の
記
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
谷
ノ
者
の
記
述
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、

彼
の
集
団
が
土
木
作
業
だ
け
で
は
な
く
、
死
や
穢
れ
に
も
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
以
下
に
『
高
野
山
文
書
』
か
ら
谷
ノ
者
の
職
掌
を
記
述
す
る

も
の
を
抜
き
書
き
す
る）

21
（

。（
※
カ
ッ
コ
内
年
号
は
筆
者
に
よ
る
）

①
一
同
年
（
元
禄
六
年
）
六
月
十
八
日
、
盗
賊
ヲ
取
逃
シ
候
ニ
付
、
当
番

谷
之
者
槇
本
坊
・
泉
音
弐
人
為
過
籠
舎
申
付
候
、（
略
）

②
一
同
四
年
（
宝
永
四
年
）
亥
六
月
、
奥
山
院
ニ
而
卒
塔
婆
夜
番
之
儀
ニ

付
願
書
壱
通

③
一
同
五
年
（
正
徳
五
年
）
二
月
五
日
、
葬
礼
之
節
、
穴
堀
料
物
・
院
々

酒
飯
料
御
定
被
下
度
旨
願
書
一
通
、
谷
年
行
事

④
（
略
）（
正
徳
五
年
）
一
御
葬
礼
之
節
御
穴
掘
料
物
之
儀
、（
略
）
谷
ヨ

リ
罷
出
候
人
数
も
御
寺
相
応
ニ
多
少
御
座
候
、
以
御
慈
悲
、
谷
之
居
住
も

仕
る
我
々
共
之
儀
ニ
御
座
候
間
、（
略
）

⑤
一
同
三
年
（
享
保
三
年
）
閏
十
月
廿
五
日
、
谷
之
者
道
造
之
儀
ニ
付
願

出
候
ニ
付
、（
略
）

⑥
一
寛
保
元
年
七
月
廿
五
日
、
谷
年
行
事
先
達
而
枯
木
・
枯
枝
拾
ヒ
候
儀

免
シ
候
所
、（
略
）

⑦
一
同
年
（
延
享
五
年
）
九
月
廿
五
日
、
谷
入
口
土
橋
掛
替
之
材
木
願
書

壱
紙
、
谷
年
行
事

⑧
一
戌
四
月
（
年
号
未
詳
）、
善
兵
衛
事
ニ
付
、
縄
料
幷
ニ
殺
害
料
減
少
被

仰
渡
迷
惑
ニ
存
候
間
、
慶
長
年
中
御
定
之
通
被
仰
付
可
被
下
旨
願
書
壱
紙
、

谷
年
行
事

谷
ノ
者
の
職
掌
は
、
警
護
、
夜
番
、
墓
穴
堀
り
、
土
木
工
事
、
枯
木
・

枯
枝
拾
い
、
罪
人
の
捕
縛
・
処
刑
、
骨
堂
の
清
掃
等
多
岐
に
渡
り
、
高
野

山
に
お
い
て
、
三
昧
聖
・
夏
衆
・
木
採
道
心
・
花
摘
道
心
と
同
様
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
再
び
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
注
目
し
た
い
。

同
書
の
「
高
野
山
之
部
學
侶
」『
非
事
使
』
総
論
「
附
録
」
）
22
（

の
箇
所
に
谷
ノ

者
が
登
場
す
る
。
同
書
で
は
高
野
山
の
聖
の
事
歴
や
居
住
地
、
類
別
を
記

し
、「
附
録
」
で
は
高
野
山
域
内
に
居
住
す
る
者
の
職
掌
に
つ
い
て
、
儒
者
、

医
師
、
道
心
者
、
佛
師
、
佛
絵
師
、
大
経
師
、
経
師
、
書
林
、
大
工
、
木

挽
、
葺
師
、
左
官
、
彫
刻
師
、
鍛
冶
、
張
付
師
、
塗
師
、
飾
師
、
把
針
者
、

珠
数
屋
、
豆
腐
屋
、
諸
町
人
、
山
男
、
日
雇
、
杣
、
檜
皮
剥
、
山
奴
、
新

坊
、
禿
法
師
の
順
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
職
は
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に

よ
っ
て
順
番
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、最
後
に
記
さ
れ
る
「
禿

法
師
」
と
は
ハ
ン
セ
ン
病
者
で
あ
る
。
谷
ノ
者
は
禿
法
師
の
一
つ
前
の
「
新

坊
」
の
職
分
の
中
に
述
べ
ら
れ
る）

23
（

。（
※
棒
線
筆
者
）

新
房　

又
谷
の
者
と
い
ふ
。
其
居
住
の
處
を
新
坊
谷
と
も
東
谷
と
も
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云
。
大
渡
の
橋
よ
り
巽
方
壹
町
許
廿
四
坊
あ
り
。
其
総
堂
は
釈
迦
如

来
を
本
尊
と
し
。
弘
法
大
師
。
行
基
菩
薩
。
頼
慶
法
印
の
木
造
を
安

置
す
。（
略
）
此
山
に
移
て
後
大
師
の
命
に
よ
り
て
葬
送
の
事
を
勤

む
。
俗
に
い
ふ
隠
坊
筋
目
の
も
の
を
剃
て
此
黨
に
入
る
。（
略
）
諸
法
事

の
出
仕
の
警
固
。
寺
家
の
夜
番
。
各
院
墓
所
の
守
護
を
勤
む
。
爾
は

あ
れ
と
も
其
後
数
々
の
僭
上
の
風
萌
す
。
此
黨
元
来
剃
頭
の
み
に
て
。

至
極
の
□
□
な
れ
は
。
立
付
よ
う
の
も
の
を
著
し
て
青
竹
を
持
。
寺
務
行
列

の
先
拂
。
其
外
諸
向
の
警
固
を
命
す
。
よ
り
て
舊
く
法
衣
珠
數
な
と
の
沙
汰

な
し
。
頼
慶
の
縁
あ
り
て
。
彼
□
の
内
に
て
は
竊
に
直
綴
な
と
著
す
と
も
聞

ゆ
。
畢
竟
僭
上
に
て
沙
汰
の
限
に
あ
ら
す
。（
略
）

同
書
に
よ
れ
ば
、
谷
ノ
者
と
は
葬
送
に
お
け
る
死
体
の
処
理
や
墓
穴
掘

り
を
行
う
新
坊
（
隠
坊
）
の
こ
と
で
あ
り
、
高
野
山
で
葬
送
に
携
わ
っ
た

と
す
る
。
ま
た
葬
送
の
仕
事
だ
け
で
な
く
、
山
内
の
警
護
や
石
塔
の
新
造
・

修
理
に
も
関
わ
る
が
、
青
竹
を
持
ち
寺
務
行
列
の
先
払
い
を
行
っ
た
と
あ

る
よ
う
に
、
竹
を
持
つ
こ
と
が
高
野
山
谷
ノ
者
の
表
徴
で
も
あ
る
。
高
野

山
の
事
例
で
は
な
い
が
、
山
路
興
造
は
、「
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
に
駆
り
出
さ

れ
る
警
護
役
が
手
に
す
る
竹
の
棒
も
、
一
方
が
さ
ゝ
ら
状
に
割
れ
て
い
る

の
が
原
則
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る）

24
（

。
大
藤
時
彦
は
、
備
中
で
は
隠
坊
は
死

者
の
取
り
扱
い
及
び
非
人
番
、
ま
た
正
月
に
は
村
内
に
茶
筅
を
配
り
歩
い

た
の
で
茶
筅
と
も
呼
ば
れ
、
竹
細
工
を
行
っ
て
い
た
と
し
た）

25
（

。
江
戸
時
代

の
出
雲
地
方
で
、
鉢
屋
は
「
郡
巡
り
鉢
屋
」
と
称
し
、
牢
獄
付
近
に
配
置

さ
れ
そ
の
監
視
を
行
い
、
下
部
組
織
の
「
村
受
鉢
屋
」
は
稼
業
と
し
て
竹

細
工
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
倉
光
清
六
は
述
べ
る）

26
（

。
高
野
山
の
谷
ノ
者
が

葬
送
以
外
に
も
山
内
の
警
備
を
行
っ
た
こ
と
と
同
じ
く
、
村
落
内
の
監
視

を
行
う
立
場
の
者
が
竹
細
工
を
行
う
事
例
が
あ
る
。

七　

説
経
の
持
つ
職
掌

説
経
は
各
地
を
漂
泊
し
な
が
ら
、
大
道
で
の
興
行
や
門
付
け
を
行
う
こ

と
か
ら
も
下
級
芸
能
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
下
賤

な
者
共
し
て
軽
蔑
さ
れ
た
理
由
と
は
、
説
経
が
漂
泊
す
る
語
り
物
芸
能
で

あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
芸
能
以
外
の
常
民
が
厭
う
様
々
な
職
に
携
わ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
説
経
は
単
に
語
り
物
芸
能
を
行
っ
て
い
た

だ
け
で
は
な
く
、
説
経
と
い
う
名
の
も
と
に
、
多
様
な
職
掌
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
以
下
の
史
料
か
ら
確
認
し
た
い
。

Ａ
『
諸
国
風
俗
問
状
答
』
屋
代
弘
賢
（
文
化
十
二
年
〜
・
一
八
一
五
〜
）

 

（
※
棒
線
及
び
カ
ッ
コ
内
筆
者
）

・「
三
河
国
吉
田
領
風
俗
問
状
答
」）

27
（

（
問
）
乞
食
穢
多
云
々

（
答
）
○
サ
ゝ
ラ
と
云
ふ
者
、
又
△
説
教
者
と
い
う
ふ
も
の
渥
美
郡
山

田
村
に
あ
り
、
元
来
サ
ゝ
ラ
は
節
季
候
、
鳥
追
の
類
を
職
と
し
、
又

流
行
哥
な
ど
う
た
ひ
あ
る
き
て
物
を
も
ら
ひ
渡
世
と
し
、
説
教
者
は

厄
拂
の
類
、
又
何
事
か
今
知
り
た
る
人
な
し
。
市
中
を
よ
み
あ
る
き
、

或
は
三
弦
を
弾
て
唄
ひ
な
ど
し
て
、
凡
サ
ゝ
ラ
に
同
じ
か
り
し
と
な

り
。
尤
常
の
百
姓
と
交
り
て
日
待
、
庚
申
待
な
ど
に
出
る
こ
と
は
な

く
、
す
べ
て
百
姓
と
交
は
せ
ざ
り
し
と
ぞ
。
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Ｂ 

「
江
戸
寺
社
奉
行
方
へ
三
井
寺
役
人
の
口
上
覚
」（
文
政
十
三
年
・

一
八
三
〇
）)28

(

説
教
と
申
候
は
、
蟬
丸
宮
附
属
之
人
々
又
は
子
孫
散
在
仕
、
説
教
と

相
唱
、
糸
竹
舞
踏
救
病
施
薬
等
を
業
と
し
、
又
勧
善
懲
悪
、
惣
而
世

間
之
利
益
ニ
相
成
候
儀
を
営
、
渡
世
仕
候
、
其
流
ニ
而
于
今
香
具
師

万
歳
戯
場
鳥
追
鉢
叩
放
下
番
人
等
、

Ｃ
『
駿
国
雑
志
』（
文
化
十
四
年
・
一
八
一
七
）)29

(

簓
村
は
、
有
渡
郡
、
河
の
辺
馬
淵
村
に
あ
り
。
一
名
説
経
村
と
云
へ
り
、

是
両
村
の
小
地
名
な
り
。
是
両
村
に
説
経
と
云
者
あ
り
、
里
人
呼
び
て

簓
者
と
云
ふ
、即
説
経
者
成
也
。
其
始
め
久
し
う
し
て
詳
ら
か
な
ら
ず
。

中
頃
よ
り
其
家
業
を
転
じ
、
操
り
芝
居
の
坐
元
等
を
渡
世
と
す
、

吉
田
領
に
乞
食
穢
多
の
他
、
サ
サ
ラ
摺
り
、
茶
筅
作
、
院
内
、
梓
巫
女
の

類
は
存
す
る
か
と
の
問
い
に
対
し
て
、「
三
河
国
吉
田
領
風
俗
問
状
答
」
で

は
、
サ
サ
ラ
又
は
説
教
者
と
呼
ば
れ
る
者
が
い
て
、
様
々
な
芸
能
や
厄
払
い

に
よ
っ
て
物
を
乞
い
、
そ
の
総
称
が
サ
サ
ラ
で
あ
り
説
教
者
な
の
で
あ
る
。

同
様
に
「
江
戸
寺
社
奉
行
方
へ
三
井
寺
役
人
の
口
上
覚
」
で
も
、
芸
能
だ
け

で
は
な
く
、
救
病
・
施
薬
に
も
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
る
。
医
療
関

係
の
記
述
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
番
人
な
ど
は
説
経
だ
け
で
な
く

様
々
な
芸
能
が
携
わ
っ
た
。『
駿
国
雑
志
』
に
は
、「
簓
村
」
と
い
う
説
経
者

が
集
住
し
た
地
区
が
あ
り
、
操
り
芝
居
の
座
元
に
転
じ
た
と
あ
る
が
、
説
経

は
後
に
操
り
芝
居
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
駿
河
国
の
地
誌
で

あ
る
『
駿
国
雑
志
』
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、
す
で
に
説
経
は
衰
退
し
て
い
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
、
簓
村
の
説
経
は
、
操
り
芝
居
の
座
元
だ
け
で
は
な
く
、

燈
心
な
ど
の
販
売
や
、
ま
た
牢
番
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

近
年
の
研
究
で
は
長
野
県
伊
那
郡
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
前
期
に
「
簓
」

と
呼
ば
れ
る
〈
組
〉
が
存
在
し
、
明
治
初
期
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
吉

田
ゆ
り
子
が
述
べ
て
い
る)30

(

。
簓
は
正
月
の
万
歳
、
芝
居
、
操
り
な
ど
の
芸
能

の
他
、
葬
式
の
警
備
、
埋
葬
、
村
の
巡
回
や
行
倒
れ
を
片
付
け
る
下
役
と
呼

ば
れ
る
仕
事
を
行
い
、
穢
れ
と
関
わ
る
周
縁
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。

説
経
は
漂
泊
す
る
語
り
物
芸
能
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
し
か
し
史
料
か

ら
説
経
は
多
種
の
芸
能
を
行
い
、
さ
ら
に
番
人
や
燈
心
な
ど
の
販
売
に
も

携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
職
掌
が
説
経
発
生
当
時
か
ら

の
も
の
な
の
か
、
近
世
に
入
り
説
経
が
衰
退
し
て
以
降
行
わ
れ
た
の
か
は

定
か
で
は
な
い
。
す
で
に
室
木
が
述
べ
て
い
る
が)31

(

、
説
経
と
は
語
り
物
だ

け
で
は
な
く
、
多
様
な
芸
能
及
び
穢
れ
に
関
わ
る
職
掌
を
包
含
し
た
、
周

縁
的
存
在
の
総
体
と
し
て
の
呼
称
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

八　
『
中
将
姫
御
本
地
』
と
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』

説
経
は
本
地
の
構
造
を
持
つ
貴
種
流
離
譚
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
古
い
時
代
の
説
経
に
こ
の
傾
向
は
強
く
、
特
徴
と
し
て
物
語
の
冒
頭

で
本
地
が
語
ら
れ
る
。
本
地
と
は
神
仏
の
本
源
、
す
な
わ
ち
神
や
仏
が
人

で
あ
っ
た
と
き
の
子
細
を
述
べ
る
。
そ
の
他
に
も
、
過
剰
な
敬
語
表
現
や

独
特
の
語
り
口
（
│
て
に
等
）、
旅
の
途
上
の
地
名
の
羅
列
、
ま
た
後
年
は

浄
瑠
璃
の
影
響
を
受
け
物
語
の
構
成
は
六
段
に
な
る
が
、
古
い
時
代
の
説

経
は
上
中
下
の
三
段
の
も
の
が
多
い
。『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
は
こ
の
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特
色
を
明
確
に
す
る
が
、『
中
将
姫
御
本
地
』
の
冒
頭
で
語
ら
れ
る
の
は
当

麻
曼
荼
羅
の
由
来
で
あ
り
本
地
と
は
言
え
な
い
。ま
た
構
成
も
六
段
と
な
っ

て
い
る
が
、
貴
種
流
離
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

説
経
に
お
け
る
貴
種
流
離
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
考
え
る
。
貴

人
の
暮
ら
し
か
ら
呪
い
や
讒
言
、
ま
た
は
自
ら
の
意
志
に
よ
り
、
家
を
出

て
賤
民
同
様
の
生
活
に
零
落
す
る
が
、
救
済
者
の
手
を
経
て
、
あ
る
〈
場
〉

で
再
生
・
復
活
を
遂
げ
、
華
々
し
く
飛
躍
・
出
世
し
、
自
分
を
陥
れ
た
者

た
ち
に
徹
底
し
た
復
讐
を
行
い
、
最
後
に
は
神
仏
へ
と
祀
ら
れ
る
。
こ
の

タ
イ
プ
に
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』、『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』、『
を
ぐ
り
』

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
同
じ
く
貴
種
か
ら
流
離
し
、
苦
難
を
救

済
者
に
よ
っ
て
救
わ
れ
再
生
の
場
を
経
る
が
、
そ
の
後
出
世
も
飛
躍
も
復

讐
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
宗
教
世
界
へ
深
く
入
り
込
ん
で
ゆ
く
物
語
で
あ
る
。

『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
中
将
姫
御
本
地
』
が
そ
れ
で
、
少
し
異
な
る

が
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』
や
『
あ
い
ご
若
』
な
ど
も
同
型
で
あ
ろ
う
。『
ま
つ

ら
長
じ
や
』
は
松
谷
に
住
む
長
者
で
あ
っ
た
が
、
主
の
死
後
零
落
し
て
、

残
さ
れ
た
妻
と
娘
は
落
穂
を
拾
っ
て
暮
ら
す
。
娘
の
小
夜
姫
は
亡
き
父
の

菩
提
を
弔
う
た
め
、
大
蛇
の
生
贄
と
し
て
自
ら
身
を
売
る
が
、
法
華
経
を

誦
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
。『
あ
い
ご
若
』
に
は
谷
と
い
う
名
称
は
出
て
こ

な
い
が
、
貴
人
の
暮
ら
し
か
ら
流
離
し
、
四
条
河
原
の
細
工
の
家
や
志
賀

の
峠
、
穴
太
の
里
な
ど
境
界
的
な
場
所
を
彷
徨
う
。
主
人
公
の
愛
護
の
若

は
、
生
涯
を
全
う
す
る
こ
と
な
く
自
死
し
て
し
ま
う
が
、
身
を
投
げ
る
「
き

り
う
が
滝
」
は
、
比
叡
の
谷
あ
い
深
く
に
あ
る
淀
ん
だ
淵
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。『
ま
つ
ら
長
じ
や
』、『
あ
い
ご
若
』
の
主
人
公
は
い
ず
れ
も
宗
教
世

界
に
は
入
ら
ず
復
讐
は
行
わ
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
谷
が
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、『
中
将
姫
御
本
地
』
は
ひ
ば
り
山
の
谷
、『
せ
つ
き
や

う
か
る
か
や
』
で
は
高
野
山
の
谷
が
舞
台
と
な
る
。

『
中
将
姫
御
本
地
』
は
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
を
源
と
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』

や
『
聖
徳
太
子
拾
遺
記
』、『
元
亨
釈
書
』
に
同
型
の
話
を
載
せ
、
平
安
時
代

末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
は
、
横
佩
大
納
言
と
そ
の
娘
の
話
が
定
着
し
て
い
た
こ

と
を
宮
崎
圓
遵
は
指
摘
す
る)32

(

。
そ
の
後
、
当
麻
曼
荼
羅
は
善
慧
房
証
空
や
門

下
の
実
信
房
蓮
生
ら
が
流
布
し)33

(

、
中
将
姫
説
話
は
や
が
て
継
子
い
じ
め
譚
を

加
え
、
能
・
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
・
狂
言
な
ど
に
も
取
り
込
ま
れ
る)34

(

。

『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
に
つ
い
て
は
、
高
野
山
萱
堂
（
苅
萱
堂
）
に

お
け
る
時
宗
や
、『
大
塔
物
語
』
の
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
高

野
山
春
秋
編
年
輯
録
』
に
は
、
一
遍
上
人
が
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
七
月
、

高
野
に
詣
で
霊
夢
を
告
げ
ら
れ
た
と
記
す)35

(

。
そ
の
後
も
代
々
の
遊
行
上
人
は

高
野
に
参
籠
し
、
や
が
て
萱
堂
の
高
野
聖
を
併
合
し
て
、
高
野
山
萱
堂
は
時

宗
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
。
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
の
信
濃
守
護
職
小
笠

原
長
秀
と
諸
豪
族
の
戦
闘
を
記
し
た
『
大
塔
物
語
』)36

(

に
、
善
光
寺
の
時
宗
妻

戸
衆
が
登
場
す
る
。
妻
戸
衆
は
小
笠
原
氏
敗
北
後
、
常
素
入
道
と
子
息
八
郎

の
最
後
を
伝
え
る
た
め
遺
族
を
訪
ね
て
行
く
が
、
善
光
寺
に
は
戻
ら
ず
高
野

山
に
定
着
す
る
。
そ
の
後
、
八
郎
の
母
は
善
光
寺
時
宗
妻
戸
衆
と
な
り
、
勝

者
の
高
坂
入
道
も
高
野
山
に
上
り
萱
堂
聖
に
な
っ
た
と
い
う
。

『
中
将
姫
御
本
地
』、『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
は
、
創
作
背
景
も
主
人

公
の
出
自
も
異
な
る
。『
中
将
姫
御
本
地
』
は
、
当
麻
寺
の
縁
起
に
継
子
い
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じ
め
譚
を
習
合
し
、
さ
ら
に
説
経
で
は
ひ
ば
り
山
の
谷
と
い
う
場
に
お
い

て
、
物
乞
い
に
よ
っ
て
中
将
姫
は
養
わ
れ
る
。『
中
将
姫
御
本
地
』
鱗
形
屋

板
の
挿
絵
に
中
将
姫
が
写
経
を
す
る
姿
を
描
く
が
、
姫
は
目
だ
け
を
出
し

頭
部
か
ら
首
元
ま
で
覆
う
覆
面
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
写
経
を
す
る
際
、

尊
い
経
文
に
息
が
か
か
ら
な
い
た
め
の
覆
面
瓠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

通
常
は
鼻
か
ら
顎
に
か
け
て
覆
う
、
大
き
め
の
マ
ス
ク
の
よ
う
な
布
が
使

用
さ
れ
る
。「
法
然
上
人
絵
伝
」
で
は
、
こ
の
マ
ス
ク
タ
イ
プ
の
覆
面
瓠
で

写
経
す
る
僧
を
描
く
が
、『
中
将
姫
御
本
地
』
の
挿
絵
の
覆
面
瓠
は
、
ま
る

で
「
一
遍
聖
絵
」
に
描
か
れ
る
ハ
ン
セ
ン
病
者
や
長
使
が
被
る
覆
面
と
同

様
に
描
写
さ
れ
る
で
あ
る
。
中
・
近
世
の
写
経
に
お
い
て
、
他
に
こ
の
よ

う
な
覆
面
が
使
用
さ
れ
て
い
た
例
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
谷
に
住

み
物
乞
い
や
落
穂
拾
い
の
糧
で
露
命
を
繋
ぐ
中
将
姫
に
、
被
差
別
の
記
号

で
あ
っ
た
覆
面
が
徴
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
寛
永
八
年
し
や
う
る
り
や
喜
衛
門
板
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』

の
挿
絵
で
は
、
亡
く
な
っ
た
妻
の
遺
骸
を
輿
に
乗
せ
、
苅
萱
道
心
と
息
子

の
石
動
丸
が
運
搬
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。
奈
良
絵
本
で
は
、
妻
を
火
葬

に
付
す
描
写
も
あ
り
、「
浄
不
浄
を
嫌
わ
ず
」
の
通
り
死
や
穢
れ
の
接
触
を

厭
わ
な
い
時
宗
の
姿
が
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

九　

被
差
別
の
記
憶
の
再
生

『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』、『
中
将
姫
御
本
地
』
の
主
人
公
は
、
貴
人
の

世
界
か
ら
谷
に
流
離
し
穢
れ
に
携
わ
る
。
中
将
姫
自
身
は
木
採
り
も
物
乞
い

も
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
扶
育
さ
れ
、
谷
に
お
い
て
姫
を
養
っ
た

男
が
死
ん
だ
と
き
遺
体
の
埋
葬
を
手
伝
う
。『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
の

石
動
丸
と
苅
萱
道
心
の
出
会
い
の
場
面
で
は
、
苅
萱
は
花
を
摘
ん
だ
帰
り
で

あ
り
、
ま
た
妻
の
亡
骸
を
埋
葬
す
る
。
こ
こ
に
は
花
摘
道
心
や
木
採
道
心
、

三
昧
聖
の
姿
が
投
影
さ
れ
、
高
野
山
に
お
い
て
谷
ノ
者
と
呼
ば
れ
た
人
々
の

イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
。
彼
ら
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
埋
葬
、
土
木
、
警
護
、

先
払
い
、
枯
枝
拾
い
、
罪
人
の
捕
縛
・
処
刑
な
ど
多
岐
に
渡
る
職
掌
を
持
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
物
語
に
共
通
す
る
の
は
、
谷
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
、

主
人
公
が
出
世
及
び
自
分
を
貶
め
た
者
に
復
讐
を
行
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
宗
教

と
い
う
内
的
な
世
界
へ
没
入
し
て
ゆ
く
点
に
あ
る
。
苅
萱
道
心
も
石
動
丸
も

世
の
栄
達
と
は
無
縁
に
宗
教
者
と
し
て
生
を
全
う
し
、
同
じ
く
中
将
姫
も
宗

教
者
と
し
て
日
々
祈
り
没
し
て
ゆ
く
。
苅
萱
と
石
動
丸
は
親
子
地
蔵
と
し
て

祀
ら
れ
る
が
、
三
者
の
死
後
に
は
紫
雲
が
棚
引
く
だ
け
で
あ
る
。

一
方
、
谷
を
舞
台
と
し
な
い
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』、『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く

丸
』、『
を
く
り
』
で
は
、
同
様
に
貴
種
か
ら
流
離
し
苦
難
を
経
て
、
救
済
者

の
手
を
借
り
再
生
・
復
活
の
場
へ
た
ど
り
着
き
、
そ
こ
に
接
触
す
る
こ
と
に

よ
り
華
々
し
く
出
世
す
る
。
そ
し
て
自
分
や
身
内
を
加
虐
し
た
者
に
対
し
て
、

竹
の
鋸
で
首
を
挽
き
、
簀
巻
に
し
て
水
に
沈
め
殺
す
。
外
の
世
界
に
向
か
う

物
語
に
は
、
出
世
と
復
讐
が
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
説
経
の
物

語
で
あ
り
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
や
近
世
史
料
に
は
、
多
く
が
説
経
の
源
泉
は
寺
社
の
教
説
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
唱
導
師
が
語
る
仏
典
の
「
説
教
」
が
あ
り
、
さ

ら
に
声
明
や
和
讃
、
平
曲
が
取
り
入
れ
ら
れ
芸
能
化
し
、「
説
経
」
と
な
っ
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て
い
っ
た
と
す
る
。
荒
木
繁
は
、
説
経
は
本
来
語
り
物
で
は
な
く
、
僧
侶

が
経
典
を
講
説
す
る
説
法
で
あ
っ
た
が
、
教
化
の
対
象
が
庶
民
の
場
合
は
、

仏
典
講
説
の
さ
い
、
比
喩
、
因
縁
な
ど
説
話
の
部
分
が
耳
に
入
り
や
す
く
、

そ
こ
か
ら
文
学
的
（
唱
導
文
学
）
な
も
の
が
成
長
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る)37

(

。

民
衆
教
化
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
古
代
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
寺
院

は
こ
れ
ま
で
保
護
者
で
あ
っ
た
貴
族
階
級
が
没
落
し
た
た
め
、
新
た
に
教

線
を
庶
民
に
広
げ
て
ゆ
く
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
し
た
。

し
か
し
説
経
と
は
仏
教
の
教
え
を
民
衆
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
と
い

う
目
的
の
も
と
に
、
身
体
性
を
伴
っ
て
寺
社
の
教
説
か
ら
芸
能
化
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
説
経
の
物
語
世
界
は
中
世
の
仏
教
を
母
体
と
す
る
に
は
あ

ま
り
に
利
他
の
思
想
か
ら
は
遠
い
位
置
に
あ
る
も
の
も
多
い
。
自
己
の
願

望
を
叶
え
る
た
め
に
神
仏
を
も
利
用
し
果
て
は
恫
喝
を
行
い
、
実
の
親
を

殺
す
こ
と
も
厭
わ
な
い
物
語
が
展
開
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
説
経
は
多
分

に
寺
社
で
行
わ
れ
た
教
説
を
取
り
込
み
な
が
ら
も
、
そ
の
発
生
は
別
の
場

所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

特
に
古
い
時
代
の
正
本
に
描
か
れ
る
残
虐
性
や
土
俗
の
匂
い
、
ま
た
復
讐

と
い
う
肯
定
的
な
悪
は
仏
教
世
界
と
は
乖
離
す
る
。
郡
司
正
勝
は
寺
社
の
説

教
が
声
聞
師
の
手
に
渡
り
門
説
経
と
な
っ
た
と
す
る
が)38

(

、
説
経
は
散
所
（
声

聞
師
）
や
周
辺
の
芸
能
者
を
創
作
の
母
体
と
し
て
生
ま
れ
、
仏
教
説
話
な
ど

寺
院
の
教
説
の
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
独
自
の
世
界
観
を
構
築
し
て
い
っ

た
と
考
え
る
。
説
経
の
物
語
に
展
開
さ
れ
る
散
所
で
の
生
活
を
想
起
さ
せ
る

記
述
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
解
放
へ
の
希
求
、
被
差
別
的
職
掌
を
担
う
者
、

ハ
ン
セ
ン
病
者
、
ま
た
漂
泊
の
旅
や
迫
害
、
そ
れ
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ

る
卑
賤
視
さ
れ
た
人
々
、
そ
し
て
高
野
山
の
谷
ノ
者
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
登

場
人
物
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

結
び柳

田
国
男
は
山
荘
（
山
椒
）
太
夫
と
は
散
（
算
）
所
の
太
夫
で
あ
り
、
こ

の
物
語
を
散
所
民
が
持
ち
運
ん
だ
と
述
べ
、
林
屋
辰
三
郎
は
山
椒
大
夫
自
身

が
散
所
の
長
者
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
説
経
は
散
所
及
び
そ
の
周
辺
人
々

の
手
に
よ
っ
て
物
語
と
し
て
編
ま
れ
、
そ
こ
に
仏
教
説
話
や
比
喩
・
因
縁
な

ど
教
説
的
部
分
が
付
加
さ
れ
て
説
経
の
祖
型
を
成
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
伝
承
さ
れ
て
き
た
説
話
に
声
聞
師
た
ち
の
卑
賤
視
さ
れ
た
体
験
や

記
憶
が
付
与
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か

や
』、『
中
将
姫
御
本
地
』
に
は
、
谷
ノ
者
の
残
像
が
投
影
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

谷
と
い
う
生
と
死
、
聖
と
穢
れ
が
濃
密
に
収
斂
さ
れ
た
空
間
に
よ
っ
て

醸
造
さ
れ
た
物
語
が
、『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
で
あ
り
『
中
将
姫
御
本

地
』で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
谷
に
住
ま
う
穢
れ
を
帯
び
た
人
々

で
あ
る
谷
ノ
者
の
記
憶
が
、
萱
堂
や
当
麻
寺
の
説
話
の
中
に
再
生
さ
れ
一

つ
の
物
語
を
創
出
し
、
そ
れ
が
声
聞
師
た
ち
の
手
に
渡
っ
た
。
こ
れ
を
証

明
で
き
る
史
料
が
な
い
以
上
あ
く
ま
で
推
論
の
域
を
出
な
い
。

谷
ノ
者
と
は
他
の
卑
賤
視
さ
れ
た
人
々
と
も
異
な
る
位
置
に
置
か
れ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
谷
を
舞
台
と
し
な
い
説
経
は
、
被
差
別
民
と
同
等
の

暮
ら
し
に
ま
で
零
落
し
な
が
ら
や
が
て
出
世
し
、
自
分
た
ち
を
排
除
し
た

者
た
ち
に
復
讐
を
行
い
、
富
貴
の
身
分
と
な
り
幸
せ
に
暮
ら
す
と
い
う
ス
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ト
ー
リ
ー
を
持
つ
。
し
か
し
谷
を
舞
台
と
し
た
物
語
は
、
谷
へ
流
離
し
谷

の
中
で
穢
れ
を
帯
び
、
復
讐
も
出
世
も
富
も
得
ず
、
宗
教
世
界
の
中
で
寿

命
と
い
う
死
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
そ
こ
に
は
谷
と
い
う
聖
と
穢
れ
が
混

交
す
る
空
間
で
、
穢
れ
の
部
分
を
担
っ
た
谷
ノ
者
の
生
が
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

Ｊ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
原
著　

土
井
忠
生
訳
注
『
日
本
大
文
典
』 

一
九
五
五 

三
省
堂 

八
〇
六
│
八
〇
七
頁
。
島
正
三
編
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス　

日
本
大

文
典
』
一
九
六
九　
文
化
書
房
博
文
社　
四
五
〇
頁

（
2
） 

朝
倉
治
彦
校
注
『
東
洋
文
庫
519　
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
一
九
九
〇　

平

凡
社　

二
八
三
頁 

（
3
） 

蘇
武
緑
郎
編
『
花
街
風
俗
叢
書　

諸
国
遊
里
風
俗
篇
（
上
）』

一
九
三
一　

大
鳳
閣
書
房　

六
六
頁

（
4
） 

日
本
随
筆
大
成
編
集
部
『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
二
期
〉
8
』

一
九
七
四　

吉
川
弘
文
館

（
5
） 

柳
田
国
男
「
山
荘
太
夫
考
」『
定
本　

柳
田
国
男
集　

第
七
巻
』

一
九
六
二　

筑
摩
書
房　

一
〇
八
│
一
二
三
頁

（
6
） 

林
屋
辰
三
郎
「『
山
椒
大
夫
』
の
原
像
」『
文
學
』
二
十
二　

一
九
五
四　

岩
波
書
店　

一
六
四
頁

（
7
） 

室
木
弥
太
郎
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』

一
九
七
〇　

風
間
書
房

（
8
） 

横
山
重
編『
説
経
正
本
集
』一
九
六
八　

新
潮
社
。
正
本
四
十
六
編
と
は
、

四
十
六
通
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
さ
ん
せ

う
太
夫
』
で
は
、「
天
下
一
説
経
興
七
郎
正
本
（『
さ
ん
せ
う
太
夫
』）」、

「
天
下
一
説
経
七
郎
正
本
」、「
天
下
一
説
経
佐
渡
七
太
夫
正
本
（『
せ
つ
き

や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』）」、「
寛
文
七
年
山
本
久
兵
衛
板
（『
さ
ん
せ
う
太

夫
』）」、「
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
正
本
（『
山
庄
太
輔
』）」
の
よ
う
に
、
同
一

題
材
で
あ
る
が
説
経
説
き
や
板
元
の
異
な
る
正
本
も
す
べ
て
カ
ウ
ン
ト

し
た
数
で
あ
る
。
テ
ー
マ
の
み
を
数
え
る
な
ら
ば
三
十
七
編
と
な
る
。

（
9
） 

荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
『
東
洋
文
庫
243　
説
経
節
』
一
九
七
三　

平
凡
社

（
10
） 

室
木
弥
太
郎
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

説
経
集
』
一
九
七
七　

新
潮
社

（
11
） 

谷
ノ
者
と
表
記
し
た
の
は
、
こ
の
呼
称
が
登
場
す
る
初
出
史
料
『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
閏
正
月
条
に
谷
ノ
者

と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。

（
12
） 『
高
野
山
文
書
』
で
は
谷
之
者
と
表
記
し
て
い
る
。

（
13
） 

和
歌
山
の
部
落
史
編
纂
会
編
『
和
歌
山
の
部
落
史　

史
料
編　

高
野

山
文
書
』
二
〇
一
一　

明
石
書
店

（
14
） 『
紀
伊
続
風
土
記
』
で
は
谷
之
者
ま
た
は
谷
の
者
と
表
記
し
て
い
る
。

（
15
） 

渡
邊
廣
『
未
開
放
部
落
の
史
的
研
究
│
紀
州
を
中
心
と
し
て
│
』

一
九
六
三　

吉
川
弘
文
館

（
16
） 

7
に
同
じ
。『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の
研
究
』
二
七

八
頁

（
17
） 
日
野
西
眞
定
「
高
野
山
三
昧
聖
の
研
究
」
細
川
涼
一
編
『
三
昧
聖
の

研
究
』
二
〇
〇
一　

碩
文
社

（
18
） 

山
陰
加
春
夫
「
中
世
高
野
山
に
お
け
る
平
等
と
差
別
」『
部
落
解
放
』
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一
月
増
刊
号　

二
〇
一
三　

解
放
出
版
社

（
19
） 

藤
井
寿
一
「
高
野
山
「
谷
之
者
」
の
身
分
意
識
」
畑
中
敏
之
他
編

『
差
別
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
二
〇
一
三　

阿
吽
社
。
藤
井
寿
一

「
高
野
山
の
被
差
別
民　

谷
之
者
を
中
心
に
」『
部
落
解
放
』
一
月
増

刊
号　

二
〇
一
三　

解
放
出
版
社

（
20
） 

高
野
山
史
編
纂
所
編
『
高
野
山
文
書　

第
五
巻
』
一
九
三
六　

高
野

山
文
書
刊
行
会　

三
五
一
―
三
五
二
頁

（
21
） 

①
〜
⑧ 

和
歌
山
の
部
落
史
編
纂
会
編
『
和
歌
山
の
部
落
史　

史
料

編　

高
野
山
文
書
』
二
〇
一
一　

明
石
書
店

（
22
） 

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
編
『
続
真
言
宗
全
書
』
第
三
十
九　

一
九
八
二　

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会
。
同
書
に
は
一
部
伏
字
と
し
て

空
欄
で
記
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） 

同
書
に
は
一
部
伏
字
に
な
っ
て
い
る
が
他
の
史
料
と
照
合
で
き
る
箇

所
は
筆
者
が
文
字
を
記
入
し
た
。

（
24
） 

山
路
興
造
『
翁
の
座
│
芸
能
民
た
ち
の
中
世
』
一
九
九
〇　

平
凡

社　

八
〇
頁

（
25
） 

大
藤
時
彦
「
隠
坊
」『
日
本
大
百
科
全
書　

4
』
一
九
八
五　

小
学

館　

五
二
六
頁

（
26
） 

倉
光
清
六
「
出
雲
地
方
の
鉢
屋
」『
民
族
と
歴
史
』
第
六
巻
第
三
号　

一
九
二
一　

日
本
学
術
普
及
会　

三
一
頁

（
27
） 

中
山
太
郎
編
『
校
訂　
諸
国
風
俗
問
状
答
』
一
九
八
九
（
復
刻
）
パ
ル
ト

ス
社　
二
五
三
頁
。
竹
内
利
美
他
編
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成　

第

九
巻　
風
俗
』「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
一
九
六
九　
三
一
書
房　
六
一
七
頁

（
28
） 

こ
の
項
に
つ
い
て
は
室
木
弥
太
郎
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠

璃
）
の
研
究
』
二
一
七
頁
を
参
照
し
て
い
る
。

（
29
） 

阿
部
正
信
『
駿
国
雑
志　

一
』
一
九
七
五　

吉
見
書
店　

二
七
二

│
二
七
三
頁

（
30
） 

吉
田
ゆ
り
子
「「
簓
」
│
周
縁
化
さ
れ
た
芸
能
者
と
地
域
社
会
│
」

『
思
想
』
8　
二
〇
一
四　

岩
波
書
店

（
31
） 

7
に
同
じ
。
室
木
弥
太
郎
『
語
り
物
（
舞
・
説
経
・
古
浄
瑠
璃
）
の

研
究
』
二
一
八
頁

（
32
） 

宮
崎
圓
遵
「
中
将
姫
説
話
の
成
立
」『
宮
崎
圓
遵
著
作
集
第
七
巻　

仏
教
文
化
史
の
研
究
』
一
九
九
〇　

思
文
閣
出
版

（
33
） （
32
）
に
同
じ
。「
中
将
姫
説
話
の
成
立
」『
宮
崎
圓
遵
著
作
集
第
七

巻　

仏
教
文
化
史
の
研
究
』
三
四
六
│
三
四
七
頁

（
34
） 

横
山
重
編
「
中
将
姫
御
本
地
解
題
」『
説
経
正
本
集
』
第
三　

一
九

六
八　

角
川
書
店　

五
五
八
│
五
五
九
頁

（
35
） 

日
野
西
眞
定
編
『
新
校　

高
野
山
春
秋
編
年
輯
録　

贈
訂
版
』
一
九

九
一　

名
著
出
版　

一
七
三
頁

（
36
） 

塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
・
第
二
十
一
輯
下　

合
戦
部
』
一
九
二

五　

続
群
書
類
従
完
成
会

（
37
） 

荒
木
繁
「
解
説
・
解
題
」
荒
木
繁
・
山
本
吉
左
右
編
注
『
東
洋
文
庫

243　
説
経
節
』
一
九
七
三
平
凡
社　

三
一
四
頁

（
38
） 

郡
司
正
勝
「
説
経
節
」
国
劇
向
上
会
編
『
藝
能
辞
典
』
一
九
五
三　

東
京
堂
出
版

 

（
な
い
と
う
・
ひ
さ
よ
し
／
東
京
大
学
大
学
院
）


